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(57)【要約】
【課題】ドアの位置や車両の長さの異なる車両にも柔軟
に対応でき、適宜に昇降が可能であり、プラットホーム
からの転落や不用意な場所・線路への進入などを防止す
る昇降柵及び昇降式ホーム柵を有するプラットホーム構
造体を提供する。
【解決手段】プラットホーム構造体は、離間した複数の
伸縮棒１，５がプラットホームを上下に昇降することで
、例えば、電車が到着して扉と同位置に対面する伸縮棒
１，５のみが下がり、電車が発車する際は下がった伸縮
棒１，５のみが上がる、という柔軟な昇降が可能である
。各伸縮棒１，５は独立して伸縮動作を行うことができ
、各伸縮棒に連なる電磁弁を開閉することで油圧又は空
気圧によって伸縮の制御を行う。離間して配置された複
数の伸縮棒１，５をプラットホームの地面から上下に昇
降可能な領域と、プラットホーム上に固定して設置され
、電車の乗降口（扉）に関係のない固定壁８の領域と、
を併用する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中内部に収容され、上下に昇降して地面から突出可能な離間した複数のポールと、
　前記ポールの昇降を制御する昇降機構と、
　を有することを特徴とする昇降柵。
【請求項２】
　前記離間した複数のポール間を遮蔽する水平板を前記ポールの周面に位置決め可能とし
たことを特徴とする請求項１記載の昇降柵。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の昇降柵がプラットホームの線路側縁部に沿って設置され、乗客の
線路への進入を遮蔽するプラットホーム構造体であって、
　プラットホーム内部に収容され、上下に昇降してプラットホームの地面から突出可能な
離間した複数のポールと、
　前記ポールの昇降を制御する昇降機構と、
　を有することを特徴とするプラットホーム構造体。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重要施設等における人・車止めの昇降柵、プラットホームからの転落や不用
意な線路への進入などを防止する昇降式ホーム柵を有するプラットホーム構造体に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　視覚障害者や歩きスマホによるホームへの転落防止など、プラットホーム上を安全かつ
安心な空間にする取組みとして、ホームドアの設置が行われている。日本国内には、ホー
ムと線路の間を完全に遮断するフルスクリーンタイプのホームドアと、胸高までの柵タイ
プの可動式ホーム柵とがある。
【０００３】
　最近では、ロープ昇降式や昇降バー式の昇降式ホーム柵が設置されている。ロープ昇降
式は、ホームに柱を１０ｍ間隔に設置して柱の間にワイヤロープを張り、列車が接近する
と柵から離れるようアナウンスが流れ、列車が停車直前になると電子音が鳴り、３．５秒
で柱が上昇する。昇降バー式は、ホームに柱を列車の扉の付近に設置して、柱の間に３つ
の遮断棒を３０ｃｍ間隔で取り付け、列車が到着すると間隔を詰めながら遮断棒がせり上
がる。いずれの昇降式ホーム柵においても、戸袋が不要なため開閉部分の幅を広くできる
、ワイヤーやバーの重量が軽く抑えられ設置コストを下げることができる、という利点が
ある。
【０００４】
　このような昇降式ホーム柵としては、特許文献１に開示されたプラットホームが存在す
る。このプラットホームは、線路側に沿って収容凹部を形成し、フェンスをこの収容凹部
から昇降・起伏自在に設置し、かつフェンスの昇降・起伏装置を収容凹部内かその近傍に
設けたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平６－５７７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　ここで、ホームドア設置に関しては、整備費用やメンテナンス費用というコスト面は勿
論であるが、その他にも、車両のドアの位置が様々であり、車両のドアと棚のドアを合わ
せるが極めて困難である、停車位置の精度や熟練した停車技術が求められるといった問題
がある。
【０００７】
　最近登場しているロープやバーが昇降する昇降式ホーム柵は、可動式ホーム柵に比べて
ドアの位置や車両の長さの異なる車両にも柔軟に対応するという利点を有するものの、ロ
ープやバーの間隔分を見込んで設置する必要があり、より柔軟な対応とするための方策に
欠ける。また、ロープやバーを踏み台にして容易に飛び越えてしまうことが可能なため、
事故の抑止効果は他の方式に比べると高くないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、ドアの位置や車両の長さの異なる車両にも柔軟に対応でき、適宜に
昇降が可能であり、プラットホームからの転落や不用意な線路への進入などを防止する昇
降式ホーム柵を有するプラットホーム構造体を提供する。また、地面から突出して人や車
の動きを止める昇降柵を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下のものを提供する。
【００１０】
　（１）地中内部に収容され、上下に昇降して地面から突出可能な離間した複数のポール
と、前記ポールの昇降を制御する昇降機構と、を有することを特徴とする昇降柵。
【００１１】
　本発明によれば、地中内部に収容された複数のポールと昇降機構とによって、複数のポ
ールが地面から突出することから、複数のポールによって領域を区画することで、人や車
の進入を防ぐことができる。重要施設や人が多く集まる所（公園、駐車場出入り口、ホー
ムセンターなどショッピングセンター）などでテロ対策や安全対策として使用でき、従来
は手動でポールの昇降を行いクサリ等でポール間に横ばりして侵入阻止対策をしていたも
のと比べて、迅速な対策が可能となる。
【００１２】
　（２）　前記離間した複数のポール間を遮蔽する水平板を前記ポールの周面に位置決め
可能としたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、離間した複数のポール間を遮蔽する水平板によって、ポールによる垂
直遮蔽と水平板による水平遮蔽の両方が可能となり、プラットホームからの転落や不用意
な線路への進入などをより効果的に防止することができる。
【００１４】
　（３）　前記昇降柵がプラットホームの線路側縁部に沿って設置され、乗客の線路への
進入を遮蔽するプラットホーム構造体であって、プラットホーム内部に収容され、上下に
昇降してプラットホームの地面から突出可能な離間した複数のポールと、前記ポールの昇
降を制御する昇降機構と、を有することを特徴とするプラットホーム構造体。
【００１５】
　本発明によれば、離間した複数のポールがプラットホームを上下に昇降することで、例
えば、電車が到着して扉と同位置に対面するポールのみが下がり、電車が発車する際は下
がったポールのみが上がる、という柔軟な昇降が可能である。従来の昇降式ホーム柵によ
るロープやバーの間隔よりも短い間隔で離間した複数のポールを昇降可能であり、ドアの
位置や車両の長さの異なる車両にも柔軟に対応でき、適宜に昇降が可能である。
【００１６】
　　前記ポールは、伸縮可能な多段式又は単式の伸縮棒であることを特徴とするプラット
ホーム構造体。
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【００１７】
　本発明によれば、伸縮可能な多段式の伸縮棒を用いることにより、プラットホームの地
下に埋設する際の収容容積を極力小さくすることができ、地下の埋設深さ、容積を小さく
することで設置工事費用を低減することができる。また、単式のポールでは、地下埋設作
業が簡易な場合に採用でき、ポール本体のコストが多段式より安価となる。
【００１８】
　前記ポール間には、プラットホームに固定された固定壁が設置されていることを特徴と
するポラットホーム構造体。
【００１９】
　本発明によれば、車の乗降口に応じて複数のポールの上下昇降を制御し、電車の乗降口
（扉）に関係のない領域に固定壁を設置することで、設置費用やメンテナンス費用を抑え
ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、上下に昇降して（プラットホームの）地面から突出可能な離間した複数のポ
ールによって、ドアの位置や車両の長さの異なる車両にも柔軟に対応でき、適宜に昇降が
可能であるとともに、伸縮可能な多段式の伸縮棒を用いることにより、（プラットホーム
の）地下に埋設する際の収容容積を極力小さくすることができ、地下の埋設深さ、容積を
小さくすることで設置工事費用を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態に係る第１の昇降柵の概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る第２の昇降柵の概略図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るプラットホーム構造体の概略図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るプラットホーム構造体の概略図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るプラットホーム構造体の信号系統構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。なお、以下では、ポール
として多段式の伸縮棒を採用した例を説明するが、本発明では単式のポールであってもよ
い。また、ポールの形状は円筒状であっても角筒状であってもよい。また、昇降柵は、一
般道路や敷地内に設置することが可能であり、図１～図５ではプラットホーム構造体に設
置する例を示している。特にプラットホームに設置する場合を「昇降式ホーム柵」とよぶ
が、「昇降柵」と同義である。
【００２３】
　一般道路や敷地内に設置する昇降柵は、図１及び図２に示すように、地下に埋没してい
る伸縮棒が地上に突出する。図１及び図２の例では多段式の伸縮棒を示しているが、単式
のポールを用いることで素早い昇降動作が可能となる。また、車止めであれば、車輪程度
の高さの短いポールで十分な効果を期待することができ、多段式よりも単式が好ましい。
【００２４】
　図１は、プラットホーム構造体に使用する第１の昇降式ホーム柵の概略図であり、プラ
ットホームにおいて、（ａ）は地下に埋没した状態の伸縮棒、（ｂ）は地上に突出した状
態の伸縮棒を示している。
【００２５】
　第１の昇降式ホーム柵として使用する伸縮棒１は、外筒１ａ，中筒１ｂ，内筒１ｃの３
段式で構成されており、地下に埋没した状態では外筒１ａ，中筒１ｂ，内筒１ｃが一体と
なってプラットホーム地下内部の収容ケース２内に収容され、地上に突出した状態では地
面から外筒１ａ，中筒１ｂ，内筒１ｃの順で垂直に立設される。
【００２６】
　図２は、プラットホーム構造体に使用する第２の昇降式ホーム柵の概略図であり、プラ
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ットホームにおいて、（ａ）は地下に埋没した状態の伸縮棒、（ｂ）は地上に突出した状
態の伸縮棒を示している。
【００２７】
　第２の昇降式ホーム柵として使用する伸縮棒５は、外筒５ａ，中筒５ｂ，内筒５ｃの３
段式で構成されており、地下に埋没した状態では外筒５ａ，中筒５ｂ，内筒５ｃが一体と
なってプラットホーム地下内部の収容ケース７内に収容され、地上に突出した状態では地
面から外筒５ａ，中筒５ｂ，内筒５ｃの順で垂直に立設される。また、（ｂ）において、
外筒５ａの上面には、外筒５ａの上下昇降と連動し、離間した伸縮棒間を遮蔽する水平板
６ａが、内筒５ｂの上面には、内筒５ｂの上下昇降と連動し、離間した伸縮棒間を遮蔽す
る水平板６ｂが、それぞれ設けられている。水平板６ａ，６ｂは、（ａ）においては、内
筒５ｃの上面に重畳されている。
【００２８】
　図３及び図４は、本発明の実施の形態に係るプラットホーム構造体の概略図である。伸
縮棒１，５は任意であるが、水平板は不図示である。
【００２９】
　図３は、離間して配置された複数の伸縮棒１，５をプラットホームの地面から上下に昇
降可能な領域と、プラットホーム上に固定して設置された固定壁８の領域と、を有する。
固定壁８は、電車の乗降口（扉）に関係のない領域である。電車の乗降口に応じて複数の
伸縮棒１，５を制御でき、全く関係のない固定壁８と併用することで、設置費用やメンテ
ナンス費用を抑えることができる。
【００３０】
　図４は、離間して配置された複数の伸縮棒１，５をプラットホームの地面から上下に昇
降可能な領域で全面常設した場合を示しており、電車（不図示）の乗降口（扉）が位置す
る領域の伸縮棒１，５を下げ、それ以外の領域の伸縮棒１，５を地面から突出させている
。
【００３１】
　収容ケース２，７は、プラットホーム地下内部に挿通孔を開設して設置される。多段式
の伸縮棒１，５を収容することで、収容ケース２，７の収容容積を極力小さくすることが
でき、地下の埋設深さ、容積を小さくすることで設置工事費用を低減することができる。
【００３２】
　収容ケース２，７は、伸縮棒の昇降を制御する昇降機構と直結している。昇降機構は、
図５に示すように、各伸縮棒１，５に連なる電磁弁１１を開閉することで油圧又は空気圧
によって伸縮の制御を行う。電磁弁１１はコントローラ１２の制御によって開閉駆動され
、空圧・油圧システム１３による空気圧又は油圧を各伸縮棒１，５に供給することで、各
伸縮棒１，５は独立して伸縮動作を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、駅や路面電車などのプラットホームにおいて乗降者が線路に転落するのを防
止することができるものとして有用である。また、重要施設や人が多く集まる所などでテ
ロ対策や安全対策として有用である。
【符号の説明】
【００３４】
　１，５　伸縮棒（ポール）
　２，７　収容ケース
　８　固定壁
　１１　電磁弁
　１２　コントローラ
　１３　空圧・油圧システム
　Ｄ　貫通孔
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【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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